


【国保】

M-10 歯冠形成及び充填

《令和３年２月２６日新規》

○ 取扱い

原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、「Ｍ００１ 歯冠形成 ３

窩洞形成」及び充填の算定を認める。

○ 取扱いの根拠

歯の破折の程度によって、歯の実質欠損を回復するために窩洞形成及び

充填を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

○ 留意事項

歯冠形成から装着までの間の「ＦｒＴ」に対しては認められない。


